
７水漁第 1687 号 

令和８年２月 20 日 

水産政策審議会 会長 

佐々木 貴文 殿 

農林水産大臣 鈴木 憲和 

海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令案について（諮問第

501号） 

 別紙のとおり、海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令を定めたいの

で、海洋水産資源開発促進法（昭和 46年法律第 60号）第 12条第５項の規定に基づき、

貴審議会の意見を求める。 
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令和８年２月 

水 産 庁 

海洋水産資源開発促進法施行令の一部を改正する政令案の概要 

１ 趣旨 

本政令案は、海洋水産資源開発促進法（昭和 46 年法律第 60 号。以下「水産資源

法」という。）における沿岸水産資源開発区域及び指定海域に係る都道府県知事又は

農林水産大臣への届出を不要とする行為に、海洋再生可能エネルギー発電設備の整

備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律（令和７年法律第 59

号）による改正後の海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律（平成 30

年法律第 89 号。以下「海洋再エネ法」という。）に基づいて、漁業への支障がない

こと等の要件を満たし、都道府県知事又は農林水産大臣への意見聴取、国土交通大

臣及び経済産業大臣の許可等を経て行われる海洋再生可能エネルギー発電設備の設

置等に関する行為を加えるものである。 

２ 改正の概要 

（１）開発区域における行為で届出を要しないものへの追加【第３条及び第４条関係】 

① 水産資源法第３条の政令で定める海底の形質の変更に、

・ 海洋再エネ法第 13 条第１項の許可を受けて行う同項第２号に掲げる行為

（＝土砂の採取）（海底の形質の変更を伴うものに限る。） 

・ 海洋再エネ法第 13条第１項の許可を受けて行う海洋再生可能エネルギー発

電設備の整備に関する法律施行令（平成 31 年政令第 46 号。以下「海洋再エ

ネ法施行令」という。）第４条第１号に掲げる行為（＝海底の掘削又は切土そ

の他海底の形状を変更する行為） 

・ 海洋再エネ法施行令第３条に規定する行為（＝海洋再生可能エネルギー発

電設備の維持管理のために行う行為（海底の形質の変更を伴うものに限る。））

を、 

② 水産資源法第４条の政令で定める行為に、

・ 海洋再エネ法第 13 条第１項の許可を受けて行う同項第３号に掲げる行為

（＝施設等の新設又は改築） 

・ 海洋再エネ法施行令第３条に規定する行為（＝海洋再生可能エネルギー発

電設備の維持管理のために行う行為（施設等の新設、改修又は増設を伴うも

のに限る。）） 

を加える。 

（２）指定海域における行為で届出を要しないものへの追加【第６条関係】

指定海域における行為で届出を要しないものとして第６条の政令で定める行為に 

・ 海洋再エネ法第 13 条第１項の許可を受けて行う同項第２号に掲げる行為

（＝土砂の採取） 

（別紙）
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・ 海洋再エネ法施行令第３条に規定する行為（＝海洋再生可能エネルギー発

電設備の維持管理のために行う行為（土石の採取又は除去を伴うものに限

る。）） 

・ 海洋再エネ法第 40 条に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備の設置、

維持管理又は撤去（施設等の新設、改修又は増設を伴うものに限る。） 

・ （１）②の行為

を加える。 

３ 今後のスケジュール（予定） 

閣 議：令和８年３月下旬 

施 行：令和８年４月１日 
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